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こ
の
議
定
書
は
、
平
成
元
年
に
発
効
し
、
平
成
十
八
年
に
発
効
し
た
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
イ
ン
ド
と
の

租
税
（
所
得
）
条
約
（
平
成
元
年
二
国
間
条
約
集
及
び
平
成
十
八
年
二
国
間
条
約
集
参
照
）
の
情
報
交
換
に
係
る
規

定
を
国
際
水
準
に
沿
っ
た
規
定
に
改
正
し
、
新
た
に
徴
収
共
助
の
規
定
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
利
子
免
税
の
対
象

と
な
る
機
関
を
追
加
・
整
備
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


